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2. 詳細協議議事録 

 

面談・視察日時 2００８年１月３０日 14時 30分～15時 40分 
訪問先 Ministry of Labor and Social Protection of Population (労働社会保障省) 
面談者 先方：Mr. Botir ALIMUHAMEDOV, Vice- Minister, MLSP 

Mr. Ascar MNMINOV, Head, inspection department 
Mr. Bohodir AHMEDOV , Acting director, National Rehabilitation Center 
Mr. Alijon DADAJANOV, Deputy director, Department of coordination of foreign 

economic activity 
当方：調査団員：秋田、出口、小林（通訳） 

JICA事務所：園山所員、ディルバル 

面談要約：  

1． （副大臣）この国には障害者福祉の法律と制度がある。 

2． この国のリハビリテーションには二つの流れがあり、社会的・職業的リハビリは労働社会保

障省が、医学的リハビリは保健省が担当している。また、16歳までの障害児は保健省が、成

人の障害者は労働社会保障省が受け持つ。 

3． 労働社会保障省の主たる目的は二つある。一つ目は障害者の発生防止であり、これにはアク

ティブな政策がとられている。二つ目は障害者の治療であり、リハビリセンターが設けられ

ている。ここのスタッフのスキルは高いが機材が古く、これが新しくなればセンターの能力

も上がる。この国には 70万人の障害者がおり、そのうち 10万人は子供の時から障害を持っ

ている。このセンターで成功すれば今後は地方のリハビリセンターにも普及していきたい。 

4． 2006年 5月の政令で二つのセンターを一つに統合した。その目的は運営費用を削減すること

であり、診療面の基本的な役割に変化はない。 

 

面談・視察日時 2００８年２月６日 11時 40分～12時 10分 
訪問先 Ministry of Labor and Social Protection of Population (労働社会保障省) 
面談者 先方：Mr.Aktam KHAITOV, Acting Minister, MLSP 

Mr. Ascar MNMINOV, Head, inspection department 
Mr. Bohodir AHMEDOV , Acting director, National Rehabilitation Center 

当方：調査団員：（官）村瀬、芳賀、吉田、（JICA事務所）ディルバル 
（コンサル）秋田、出口、小林（通訳） 

面談要約:  

1. （大臣）MLSPには 2万人の職員がおり国民の雇用と社会保障を担当している。社会保障は

年金生活者、一人暮らし、障害者という弱者を対象としている。予算は十分にあり、社会保

障のみで年間 5 billionスムを使っている。うち 1 billionスムを準備金として確保している。 

2. （大臣）MLSPは 70万人の障害者にリハビリテーションを行っており、社会政策上も重要な

ものと位置付けている。リハビリセンターは地方の 10州にあり、保健省との違いは社会的・

職業的リハビリをやっていることで、毎年 1万 5千人が治療を受けている。義肢装具も特徴

である。 

3. （団長）今回の調査の目的は、障害者福祉に関する全体的な情報を収集すること、及び要請

の妥当性を判断するための情報を収集することにある。集めた情報は日本に持ち帰り別途検

討することになる。今回の調査が要請の実施に結び付くわけではない。日本側は機材の維持
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管理という点を重視する。今回の調査をベースに日本と｢ウ｣国の関係が強化出来れば良いと

考えている。 

 

面談・視察日時 2００８年２月１３日 9時 30分～9時 50分 
訪問先 世界銀行ウズベキスタン事務所 
面談者 先方：Ms. Flora Salikhova, Officer/Economist, HD Operations 

当方：（コンサル）秋田 

面談要約：  

1. (サリコバ氏) 世銀が支援した二つの Hesalth Projectのうち、Health Iは 1998年にスタートし

2004年に完了した。現在は Health IIの実施中である。これらのプロジェクトは地方の PHCの

改善とマネジメント能力の向上などを目指しており、都市病院やリハビリテーションといっ

た特定分野は対象としていない。このプロジェクトによりタシケント市内のポリクリニック

にリハビリ用機材が入っているかどうかは PIUのMr. Farhad Fusaelovに聞けば分かる。 

2. （サリコバ氏）障害者を支援する NGOへのグラントに関しては、それをやっているのかどう

かも含め担当のMs.Elina Tsoyに聞いてもらいたい。 

3. （サリコバ氏）I-WISPは IMFと財務省が共同でまとめたものであり、労働社会保障省の現場

に人達がそのようなものがあることを知らなくても不思議はない。これを策定した経緯や現

在の進行状況などは Deputy Minister of Economyに聞けば分かる。 

 

面談・視察日時 2００８年２月１５日 13時 50分～14時 20分 
訪問先 Ministry of Labor and Social Protection of Population (労働社会保障省) 
面談者 先方：Mr. Botir ALIMUHAMEDOV, Vice- Minister, MLSP 

Mr. Bohodir AHMEDOV , Acting director, National Rehabilitation Center 
当方：調査団員：（官）村瀬、吉田、（JICA事務所）ディルバル 

（コンサル）秋田、出口、小林（通訳） 

面談要約：  

1. (副大臣) このミニッツにある機材リストは日本でもスタンダードと言えるのものか。 

2. （団長）そうである。 

3. （副大臣）要請から外れたものもあると聞いているが、我々はこのリストには賛同する。機

材を設置する場所を確保することなど当方の義務事項も了解している。調査結果は今後どの

ようなプロセスをとることになるのか。 

4. （団長）今回の調査でプロジェクトの必要性、緊急性は十分に理解出来た。帰国して日本政

府には前向きなコメントをするつもりであるが、ここで最終的な判断をすることは出来ない。 

5. （団長）機材が確実に使われることが非常に重要である。今回リストをまとめたことは、セ

ンターの将来計画をまとめたことになると考える。したがって、どこに機材を配置するか今

から準備に取り掛かってほしい。MLSPは日本の無償を受けることは今回が初めてなので、

このプロジェクトを実施するカウンターパートを適切な時期に指名し、その人に一定の権限

を与えてスムーズに進行させてもらいたい。 

6. （副大臣）了解した。機材は必ず目的通り適正に使用する。機材設置のスペースを確保し確

実に使用する。リハビリセンターの職員の中から C/Pを指名し全権を与える。 
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面談・視察日時 2００８年２月１５日 14時 30分～15時 30分 
訪問先 日本国大使館 
面談者 先方：茶山一等書記官、砂原二等書記官 

Mr. Bohodir AHMEDOV , Acting director, National Rehabilitation Center 
当方：調査団員：（官）村瀬、吉田、（コンサル）秋田、出口、（通訳）小林 

面談要約：  

1. (吉田) ミニッツに添付されている要請機材リストには、実現する可能性のない機材は含まれ

ていない。今回の協議によりオリジナルの要請リストから削除された機材は、経過の記録に

は残すがリストには載っていない。このことは先方も了解している。番号のない機材はミニ

ッツの直前に追加されたもので、議論する時間がなかったため A、B、Cのコメントは入れて

いない。芳賀先生に問い合わせたところ、この規模なら必要であろうと言っている（OKとい

う意味ではない）。今後のスケジュールは、BDに進めば 6月前後に調査団を出し 10月にド

ラフト説明、E/Nは 09年 1月とすると入札は 4月頃となる。 

2. （砂原）CTも今はかなり一般的になってきており、CTは駄目と頭から決めつけないで前向き

に考えてもらいたい。本省では保健医療分野をまだ支援する必要があるのかと言っているのに

対し、こちら側はまだ必要であると頑張っているところであり、今のところ唯一の一般無償案

件でもあることから、ぜひ実現の方向に本省に説明をしてもらいたい。 
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